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   ○鳥栖・三養基西部環境施設組合規約

平 成 13 年 ５ 月 23 日

佐賀県指令13市町村第１号許可

　　　第１章　総則

　（組合の名称）

第１条 この組合は、鳥栖・三養基西部環境施設組合（以下「組合」という。）と

改正　平成17年８月１日佐賀県指令17市町村第010003号許可

　　　平成19年３月28日佐賀県指令18市町村第010020号許可

平成22年１月28日協議　　　　　　　　　　　　　　

令和６年１月10日佐賀県指令５市町第２号許可　　　

　って組織する。

　（組合の共同処理する事務）

第３条 組合は、ごみ焼却処理施設、リサイクルプラザ、一時保管施設の設置、管

　いう。

　（組合を組織する地方公共団体）

第２条 組合は、鳥栖市、上峰町及びみやき町（以下「関係市町」という。）をも

　　　第２章　組合の議会

　（議会の組織）

Ｄ
〔
鳥
三
環
境
組
合
〕
三
一

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は12人とし、その

　選出区分は次のとおりとする。

　理運営及び廃止に関する事務を共同処理する。

　（組合の事務所）

第４条　組合の事務所は、みやき町に置く。

第７条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期を有する期間とす

　る。
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　鳥栖市　６ 人　　上峰町　２ 人　　みやき町　４ 人

　（組合議員の選出の方法）

第６条 組合議員は、関係市町の議会の議長及び議員のうちから選出された者をも

　って充てる。

　（組合議員の任期）



３　議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

４　議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

５ 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わ

　せる。

６ 第２項及び前項の規定により選挙を行う場合において議長の職務を行う者が
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　（議会の議長及び副議長）

第８条　組合の議会に議長及び副議長を置く。

２　議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。

　ないときは、年長の組合議員が臨時に議長の職務を行う。

　　　第３章　組合の執行機関

　（執行機関の組織）

第９条　組合に管理者、副管理者２人及び会計管理者１人を置く。

２　管理者は、関係市町の長の互選により定める。

３　副管理者は、管理者を除く関係市町の長をもって充てる。

４ 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定

　めた順序により、副管理者が職務を代理する。

５　会計管理者は、管理者が第11条に規定する補助職員のうちから任命する。

　（管理者及び副管理者の任期）

第１０条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する関係市町の長の任期に

　よる。

　（補助職員）

第１１条　組合に職員を置く。
Ｄ
〔
鳥
三
環
境
組
合
〕
三
二

２　前項の職員は、管理者がこれを任免する。

３ 第１項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員につい

　てはこの限りでない。

　（監査委員）
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第１２条　組合に監査委員２人を置く。

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市町の副市

　町長のうちから各１人を選任する。

　（監査委員の任期）

第１３条 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合
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議員の任期とし、関係市町の副市町長のうちから選任された者にあっては、当該

　関係市町の副市町長の任期による。

　⑴　関係市町の負担金

　⑵　補助金

　⑶　組合の財産及び事業から生じる収入

　⑷　その他の収入

　　　第４章　組合の経費

　（経費の支弁の方法）

第１４条　組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

　による。

　　　第５章　雑　則

　（委任）

２ 前項第１号に規定する関係市町の負担金は、別表の負担割合をもって、関係市

　町が負担する。

３ 前項の負担割合の算定に必要な人口の基準は、最近の関係市町の国勢調査人口

Ｄ
〔
鳥
三
環
境
組
合
〕
三
三

１　この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

　（特例措置）

２ 別表に規定する施設建設に要する経費（増改築に要する経費を除く。）の第14

条第２項の規定の適用については、同項中「関係市町の負担金」とあるのは、

第１５条 この規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は、管理者が

　別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

のは、「鳥栖市、中原町、北茂安町、三根町及び上峰町の負担金」とする。この

33

「鳥栖市、中原町、北茂安町、三根町及び上峰町の負担金」とする。この場合に

おいて、みやき町の負担金は、中原町、北茂安町及び三根町の負担金を合算して

　得た額とする。

３ 別表に規定する管理運営に要する経費の第14条第２項の規定の適用について

は、平成17年度から平成21年度までの間、同項中「関係市町の負担金」とある
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場合において、みやき町の負担金は、中原町、北茂安町及び三根町の負担金を合

　算して得た額とする。

４ 平成22年度から平成23年度までの間における第14条第２項の規定の適用に

ついては、別表の管理運営に要する経費の項の負担割合の欄中「均等割」とある

のは「関係市町割」と、「100分の10」とあるのは次の表の年度の区分に応じ、

　それぞれ当該右欄のように読み替えるものとする。

年　　度 負　　担　　割　　合

平 成 22 年 度
100分の10（鳥栖市及び上峰町にあってはそれぞれ100

分の2.26664、みやき町にあっては100分の5.46672）

平 成 23 年 度
100分の10（鳥栖市及び上峰町にあってはそれぞれ100

分の2.66665、みやき町にあっては100分の4.66670）

　　　附　則（平成17年佐賀県指令17市町村第010003号許可）

　（施行期日）

１　この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。

　（経過措置）

２ 変更前の第６条の規定により鳥栖市において議員のうちから選出された者は、

　変更後の第６条の規定により議会の議員のうちから選出された者とみなす。

　　　附　則（平成19年佐賀県指令19市町村第010020号許可）

　（施行期日）

１　この規約は、平成19年４月１日から施行する。

Ｄ
〔
鳥
三
環
境
組
合
〕
三
四

　（経過措置）

２ この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の

例により在職するものとする。この場合において、変更後の第９条第１項（会計

　管理者に係る部分に限る。）及び第５項の規定は適用しない。

　　　附　則（平成22年１月28日協議）

　（施行期日）

　この規約は、平成22年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和６年佐賀県指令５市町第２号許可）
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　（施行期日）

　この規約は、令和６年４月１日から施行する。

Ｄ
〔
鳥
三
環
境
組
合
〕
三
四
ノ
二
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別表（第14条関係）

区 分 負 担 割 合

管理運営及び廃止に要す
る経費

均 等 割 100分の10

人 口 割 100分の90


